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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（佐々木春一君） ただいまの出席議員は１２人です。定足数に達していますので、会

議は成立しました。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１ 議案第７号 

○議長（佐々木春一君） 日程第１、議案第７号 令和６年度住田町一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、高萩政之君。 

○企画財政課長（高萩政之君） 議案第７号 令和６年度住田町一般会計補正予算（第８号）

について御説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１億７，９１０万１，０００

円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５２億６，２９０万８，０００円とするもので

あります。 

  初めに、補正後の歳入歳出予算を第１表により御説明いたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は１２ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の２．歳入を御覧ください。 

  １款町税８，３２９万２，０００円の増は、償却資産課税額７，０６１万６，０００円の

増が主なものであります。 

  ９款地方特例交付金１，７８７万４，０００円の増は、定額減税減収補塡特例交付金１，

７４９万円の増が主なものであります。 

  １０款地方交付税７，０５３万９，０００円の増は、普通交付税の増によるものでありま

す。 

  １２款分担金及び負担金４２万３，０００円の減は、地域情報通信基盤施設撤去負担金６
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５万２，０００円の減が主なものであります。 

  １３款使用料及び手数料３７１万２，０００円の減は、地域情報通信基盤施設使用料１４

８万８，０００円の減が主なものであります。 

  １４款国庫支出金２，５５７万６，０００円の減は、新型コロナワクチン接種助成金７８

７万６，０００円の減が主なものであります。 

  １５款県支出金２，８１２万２，０００円の減は、森林環境保全直接支援事業補助金６２

７万円の減が主なものであります。 

  １６款財産収入１４万３，０００円の増は、基金運用収入の増によるものであります。 

  １７款寄附金１，６２５万円の減は、指定寄附金の減によるものであります。 

  １８款繰入金２億４，６６６万３，０００円の減は、減債基金繰入金１億６，２５３万４，

０００円の減が主なものであります。 

  ２０款諸収入１６０万３，０００円の減は、学校給食徴収金３２６万４，０００円の減が

主なものであります。 

  ２１款町債２，８６０万円の減は、町道改良等１，４００万円の減が主なものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ４ページをお開き願います。 

  なお、詳細は２２ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３．歳出を御覧ください。 

  １款議会費１，２５０万３，０００円の増は、備品購入費の計上が主なものであります。 

  ２款総務費６，７９６万５，０００円の減は、会計年度任用職員報酬１，４３８万９，０

００円の減が主なものであります。 

  ３款民生費２，２４５万２，０００円の減は、重度心身障害者医療扶助費５２１万９，０

００円の減が主なものであります。 

  ４款衛生費３，２３３万１，０００円の減は、予防接種委託料の減が主なものであります。 

  ６款農林業費２，０６１万４，０００円の減は、有害捕獲業務報償費４７８万４，０００

円の減が主なものであります。 

  ７款商工費１，９９２万円の減は、ふるさと納税返礼品代９３９万３，０００円の減が主

なものであります。 

  ８款土木費４，８９９万円の減は、町営住宅団地返還現況復旧工事費の減が主なものであ

ります。 

  ９款消防費７８４万４，０００円の減は、大船渡地区消防組合分担金５２０万７，０００
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円の減が主なものであります。 

  １０款教育費１，５５３万２，０００円の減は、住田中学校灯油地下タンク配管工事費の

減が主なものであります。 

  １２款公債費は財源組替えを行うもので、増減はございません。 

  １３款諸支出金４，４０４万４，０００円の増は、減債基金積立金６，９０４万４，００

０円の計上が主なものであります。 

  次に、繰越明許費を第２表により御説明いたします。 

  ６ページをお開き願います。 

  １款議会費、１項議会費、議会タブレット導入事業、３款民生費、１項社会福祉費、物価

高騰緊急支援給付金事業、７款商工費、１項商工費、使って応援住田チケット２０２５発行

事業、８款土木費、１項道路橋梁費、道路等改良事業は、いずれも実施期間に日数を要する

ため、繰越し、予算執行を行おうとするものであります。 

  次に、債務負担行為の補正を第３表により御説明いたします。 

  ７ページをお開き願います。 

  今回の補正は追加であります。庁舎等建物清掃委託及び町有施設警備委託を追加しようと

するもので、庁舎等建物清掃委託の期間は、令和７年度、限度額は７３１万３，０００円、

町有施設警備委託の期間は、令和７年度、限度額１，５０１万３，０００円の追加でありま

す。 

  次に、地方債の補正を第４表により御説明いたします。 

  ８ページをお開き願います。 

  今回の補正は変更であります。変更は次の５事業であります。 

  町道改良等事業を１，４００万円減額し１億７，０５０万円に、橋梁補修事業を１２０万

円減額し２，８５０万円に、通信指令設備更新事業を８５０万円減額し６，２４０万円に、

防災行政無線中継局更新事業を４０万円減額し４，１８０万円に、過疎地域持続的発展事業

を４５０万円減額し５，６００万円にしようとするもので、起債の方法、利率、償還の方法

については、補正前と同じであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ５番、瀧本正德君。 
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○５番（瀧本正德君） 旅費に関わることだけお伺いしたいと思います。ページは２４ページ

の６目の企画費の中の８節の旅費です。ここの分については、大きな減額というふうな観点

で、どういうふうな事業を取りやめたのか、ないしは見直したのか、そういう事情等をお伺

いしたいと思います。 

  同様に、３１ページになります。１目の保健衛生総務費の中の旅費についてであります。

それこそ大きな、パーセントで言えば、とんでもないパーセントの分が減額になっているわ

けなんですが、同様に、どういうふうな事業の見直し等々があったのかについて、お伺いし

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 保健福祉課長、千葉英彦君。 

○保健福祉課長（千葉英彦君） ４款の旅費の大幅な減の理由について御説明いたします。 

  この旅費については、在宅医療等在り方検討会と、及びタスクフォースを実施しているわ

けですけども、その部分の検討会の回数を６回見ていたところを２回にしているところでご

ざいます。 

  あとは、タスクフォースについては、町内の方々の参加というところがありましたので、

旅費不必要になりましたので、そこは大幅な減でございますし、研修旅費についても、当初、

研修を予定しているところでございますが、なかなか皆さんの都合がつかなくて研修に行け

なかったというところで大幅な減をしているところです。 

  私からは以上です。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長、高萩政之君。 

○企画財政課長（高萩政之君） 私からは１点目の２款１項６目企画費の旅費の減額について

お答えをいたします。 

  大きなものといたしましては、ＤＸ推進事業、こちらでは先進地事例の調査等の旅費を計

上しておりましたが、今はインターネット等々で情報収集できる状況にもございまして、こ

ちらで５０万円ほど減額をいたしております。 

  それから、もう１点が総合計画策定事業におきまして、委員の先生方との調整ですとか、

あるいは、こちらも先進事例の調査などを予定しておりましたが、打合せがオンラインでで

きたことや、調査もネット等々で情報収集できたということで、６０万円ほど減額をさせて

いただいております。 

  以上でございます。 
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○議長（佐々木春一君） 瀧本正德君。 

○５番（瀧本正德君） まず、２４ページの企画の分については、ネットでもって対応できた

というふうな形で、当初の目的が果たせたというふうな解釈でよろしいでしょうか。保健衛

生総務費に関わっても、６回が２回になったり、そういうことをやったとしても、そのとお

り、ネットを使ったり、いろんな形でもって対応ができたというふうなことでいいんでしょ

うね。というのは、せっかく予算の段階でいろいろ協議した中で決まったことが、ぐんぐん

減っていくことについては、最後の調整になりますので、それで支障がないと言うんであれ

ば、それでいいのかなというふうに思っています。二つとも同じような中身なので。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高萩政之君） 私からは、１点目の企画費の旅費についてお答えをいたしま

す。 

  減額した理由については先ほど申し述べたとおりでございますが、当初、予定していたよ

うな調査等々、そういったものは、おおむね所期の目的は達成できているというふうに捉え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木春一君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（千葉英彦君） 私からは、２点目の衛生費の旅費の部分についての御質問に

ついてお答えします。 

  企画費同様、当初の目的は達成しているというところで減額しているものです。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） ６番、村上 薫君。 

○６番（村上薫君） ３点、お伺いいたします。 

  ２３ページの２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費、１４節の世田米駅第１町有

住宅解体工事費に関わってお尋ねをいたします。 

  解体のほうも既に済みまして、現在の状況は１．５メートルぐらいの高さがあります。ま

ずは埋立てをして安全を図るということが肝要かと思いますし、また、今まで私も提案をさ

せていただいておりますが、世田米の中心地域の貴重な敷地ということになるかと思います

が、この活用の今後の進め方をお伺いいたします。 

  ２点目です。３４ページの７款商工費、１項商工費、２目商工振興費の中の１８節の起業

奨励金についてお伺いをいたします。 
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  これは、起業を考えている方々にはスタートアップとして投資できる非常にいい奨励金だ

というふうに私は考えております。これは、そういう意味で、もっと広く町内外のほうにＰ

Ｒをして、町内に起業人を呼び込むというふうな方策もするべきじゃないかなというふうに

考えておりますが、いかがでしょうか。 

  それから、３点目です。３９ページになります。１０款教育費、６項保健体育費、２目体

育施設費、１２節の町の運動公園の野球場に関わってお尋ねをいたします。 

  野球場に関しては、今、このスコアボードのこれから表示システムを更新するということ

ですし、外野のフェンスのところの企業の広告は、今、塗装のし直しをしているところです

が、一番、応援とか来られる方々の声がありますのは、野球場の応援スタンドです。約、つ

くって１５年ぐらいたっているわけですが、木製なわけでして、大分朽ちて、腐ってきてお

りますので、これを安全上から更新すべきというふうに考えておりますが、この３点につい

て、お伺いをいたします。 

○議長（佐々木春一君） 総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 私のほうから、２３ページの世田米駅第１町有住宅の解体工事の

今後の見通しはどうかというところでのお尋ねにお答えいたします。 

  そこの分につきましては、昨年度、設計といたしまして、本年度、解体したわけでありま

すけれども、当初から何か跡地の利用目的があって早急に解体したものではありませんで、

老朽化が著しく、管理上の問題が一番大きいのが要因であります。また、景観上も、あと防

犯上、環境面からも好ましい状況ではなかったということから、まずは解体を先行させたと

いう状況であります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木春一君） 農政商工課長、菊田賢一君。 

○農政商工課長（菊田賢一君） 私からは、２点目の商工費の起業奨励金の部分について広く

ＰＲすべきではないかというふうな部分について、お答えをいたします。 

  起業奨励金につきましては、平成２８年度に創設しまして、これまで１４件ほどの申請を

受けております。おおむね皆さん、現在でも頑張っていただいている状況にございます。広

くＰＲすべきというふうな部分でございますが、非常にスタートアップには大事な資金と捉

えておりますので、商工会等々とも連携しながら、これからも広くＰＲしていきたいと考え

ております。 

  以上です。 
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○議長（佐々木春一君） 教育次長、多田裕一君。 

○教育次長（多田裕一君） 私からは、運動公園野球場の応援スタンドのベンチについて、お

答えいたします。 

  議員御質問のとおり、応援スタンドのベンチにつきましては、町産材のカラマツを利用し

まして、十数年前に整備いたしました。多少、修繕等は必要だとは考えておりますけれども、

その修繕の方法、それから引き続き木製でやるのか、プラスチックがいいのか等々も公共施

設の管理計画と合わせまして検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 村上 薫君。 

○６番（村上 薫君） それでは、最初の起業奨励金のほうからお伺いをしたいと思いますが、

いずれ先ほど課長のほうから答弁がありましたように、１４件ほど、現在、使っている方々

がおられるということで、非常にこの分については有効なものというふうに思います。 

  そこで、私のほうで把握していますのは、最近では恐らくＵＳＣＯＦＦＥＥ（アスコーヒ

ー）さんであるとか、ｆｕｋｕｒａ（フクラ）さんであるとか、Ａｎｄａｎｔｅ（アンダン

テ）さんとか、若い方々が起業するということで、活用されているというふうに思います。

この方々の、せっかくの若い方々が企業ということで立ち上がっておるのですので、この経

営者の方々のまちづくりとか観光等に、こういう方々の意見を、あるいはその要望を取り入

れていくということが大事なのじゃないかというふうに思います。意見交換会といいますか、

そういうふうなことを今後、考えていくべきじゃないかというふうに思いますが、どうでし

ょうか。 

○議長（佐々木春一君） 農政商工課長。 

○農政商工課長（菊田賢一君） 今、述べられた３点の方、もう起業奨励金が終わった方、継

続で申込みをしている方、継続で５年間支援を行いますので、そういった中での情報交換、

あるいは、今、言われましたまちづくりですとか、観光面ですとか、そういった部分への助

言等々、情報共有を図りながら進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 村上 薫君。 

○６番（村上 薫君） この起業奨励金は、初年度、１年度、１５０万円からスタートして、

１０分の１０、次が１０分の９とか、最後には１０分の６ということで、マックスで最大６

００万円活用できるという、非常に大きな金額でございます。これらについては、一般の金
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融機関の貸付けとなりますと、かなり厳しい審査があるわけですが、この奨励金の審査につ

いてはどのようになっているのか、お伺いいたします。 

○議長（佐々木春一君） 農政商工課長。 

○農政商工課長（菊田賢一君） 審査につきましては、審査会を開催しております。役場関係

各課、あとは有識者等々含めまして、審査をしておるところでございます。 

  以上になります。 

○議長（佐々木春一君） 村上 薫君。 

○６番（村上 薫君） すみません。順序が逆になりますけれども、一番最初に言いました世

田米の駅のところの解体に関わってでございます。 

  老朽化ということで、まずは解体ということで考えたということですが、いずれ中心地域

の大事な、貴重な敷地になると思いますので、曙、あるいは愛宕の、今、自治公民館も屯所

の上の２階にあるということで、高齢化が進んでいて非常に厳しい使い方になっております。

地区との活用策をともに考えていってほしいと思いますけども、いかがでございますか。 

○議長（佐々木春一君） 総務課長。 

○総務課長（横澤広幸君） 跡地利用といいますか、そういったところにつきましては、まだ

決まっていないところでありますけれども、繰り返しなりますけども、まずは防災上で、あ

そこの地域は土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンにも該当しておりますので、そう

いう課題の検討も必要でございますし、また、今おっしゃった公民館とか消防屯所の話もご

ざいましたけれども、そういったのも地区の方々との対話が重要であると認識してございま

すので、そういった様々な課題を１つずつ解決しながら、どうにか進めていければと思いま

すけども、今の段階ではどうこうというふうなところはないところであります。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 村上 薫君。 

○６番（村上 薫君） 分かりました。地区の方々との対話を重ねながら、今後、進めていっ

ていただければと思います。 

  ちなみに、その安全の対策については、広報すみたの２月号のほうに、土砂のほうの受入

先を募集しますといいますか、情報提供をお願いしますというふうに載っていましたので、

あそこをいずれ安全にするためには、まず埋立てをするということが大事かと思いますので、

参考にしていただければというふうに思います。 

  ３点目の野球場の件でございます。修繕も必要だというふうに捉えているということでご
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ざいます。いずれ野球シーズンといいますか、到来をしてまいりますので、安全で安心な施

設になるということを申し上げまして、よろしく対応をお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 答弁はいいですか。 

  ７番、阿部祐一君。 

○７番（阿部祐一君） １点だけ、お願いいたします。 

  ３４ページ、７款商工費の１項２目７節報償費で、ふるさと納税返礼品が９３９万円ほど

減額になっておりますが、かなり町長がこういうポータルサイトの更新とかに力を入れてき

たと聞いておるわけですが、どういうふうになったのか、お伺いいたします。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高萩政之君） ただいまのふるさと納税のポータルサイトの強化等々の御質

問に対して、お答えをいたします。 

  本年度、そのポータルサイトの更新ですとか、返礼品の新規開拓、そういったものを専門

業者さんに委託をいたしました。おかげさまで、ポータルサイトにつきましても、従来のも

のを全体的に見直しまして、より見てぱっと目にとまるようなページに更新が図られたもの

と考えておりますし、新規の返礼品の開発につきましても、順調に件数は伸びてきているか

なというふうに捉えているところでございます。 

  ただ、本年度の寄附の実績につきましては、前年度と比較してみまして、全体的にはちょ

っと低調に進んでいるかなというふうに捉えているところでございますが、調定ベースでい

きますと、１０月以降、これは９月の寄附になりますが、いわゆるお米が全国的に不足して

いた時期に、お米のほうに返礼品が集中いたしまして、１０月、１１月、１２月といった年

末については前年度より大幅に伸びているところでございますけども、それの反動と言って

はなんですが、ちょっと年明け、例年ですと、一番多い１２月の時期が昨年度に比べると大

幅に減少しているといったところで推移しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） 阿部祐一君。 

○７番（阿部祐一君） いずれこのポータルサイトの拡充とかは大変、結構なことでございま

すが、ふるさと納税をやる方が町外の方なので、やっぱりいかに対外的に広めていくかとい

うことが大事だと思います。今年度、ふるさと住田会も予定されておりますが、町当局もど

んどんどんどん都会とか、東京とか、いろんな住田町の関係者をやっぱり回って歩く必要が
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あるのかなとか、そういう銀河プラザを利用するとか、そういう方向をどのように考えてい

るのか、お伺いいたします。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高萩政之君）ただいま御質問いただきました、ふるさと納税のＰＲの関係で

ございますけれども、町長のトップセールスをはじめ、我々職員の名刺の裏にもＱＲコード

を印刷して、関係する方々には積極的にＰＲを図っているところでございますし、ただいま

御質問にございました、ふるさと住田会の、特に役員の方々を中心としたＰＲのお願いです

とか、あとは、すみた大好き大使の皆様へのＰＲのお願い、それから、各課の関係するその

町外の関係者の方々に日常的にＰＲを図るといったところで進めているところではございま

すが、こちらについても、引き続き、機会を捉えまして、積極的にＰＲしてまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（佐々木春一君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第７号 令和６年度住田町一般会計補正予算（第８号）を採決します。 

  議案第７号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第７号 令和６年度住田町一般会計補正予算（第８号）は、原案のとお

り可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第８号 

○議長（佐々木春一君） 日程第２、議案第８号 令和６年度住田町国民健康保険特別会計補
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正予算（第４号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  住民税務課長、鈴木絹子さん。 

○住民税務課長（鈴木絹子君） 議案第８号 令和６年度住田町国民健康保険特別会計補正予

算（第４号）について御説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ１９０万３，０００円を減額

し、歳入歳出の予算の総額をそれぞれ７億７，５２５万３，０００円とするものであります。 

  それでは、補正後の歳入歳出予算を第１表により御説明いたします。 

  まず、歳入について御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、詳細は６ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の２．歳入を御覧ください。 

  ３款県支出金１５１万３，０００円の減は、保険者努力支援分の減によるものであります。 

  ４款財産収入３，０００円の減は、基金運用収入の減によるものであります。 

  ７款諸収入３８万７，０００円の減は、ＩＭＭ地域コホート調査研究業務委託金２４万４，

０００円の減が主なものであります。 

  続きまして、歳出について説明いたします。 

  ３ページをお開き願います。 

  なお、詳細は７ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の３．歳出を御覧ください。 

  ５款保健事業１９０万円の減は、検診健康診査委託料の減が主なものであります。 

  ６款基金積立金３，０００円の減は、基金運用収入積立金の減によるものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 
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○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第８号 令和６年度住田町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を採決

します。 

  議案第８号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第８号 令和６年度住田町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第９号 

○議長（佐々木春一君） 日程第３、議案第９号 令和６年度住田町介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  保健福祉課長、千葉英彦君。 

○保健福祉課長（千葉英彦君） 議案第９号 令和６年度住田町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について御説明いたします。 

  今回の補正予算は、保健事業勘定歳入歳出予算の補正であり、既定の歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ４３７万５，０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１０億３，７７０万３，０００円にしようとするものです。 

  補正後の歳入歳出予算を、２ページ、第１表歳入歳出予算補正により御説明いたします。 

  ２ページをお開きください。 

  初めに、歳入について御説明いたします。 

  なお、詳細は６ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、２．歳入を御覧ください。 

  １款保険料５１０万円の増は、介護保険料の増によるものです。 

  ３款国庫支出金１，０４０万７，０００円の増は、国庫補助金１，０３６万８，０００円

の増が主なものです。 

  ４款支払基金交付金１，１２６万４，０００円の減は、支払基金交付金の減によるもので

す。 



－70－ 

  ５款県支出金、１５万５，０００円の増は、県負担金の増が主なものです。 

  ６款財産収入２，０００円の減は、財産運用収入の減によるものです。 

  ７款繰入金２万１，０００円の減は、基金繰入金の減が主なものです。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  詳細は、９ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書、３．歳出を御覧ください。 

  １款総務費２４２万６，０００円の減は、気仙広域連合負担金１２２万２，０００円の減

が主なものです。 

  ２款保険給付費９１０万３，０００円の増は、介護給付費１，６９５万８，０００円の増

が主なものです。 

  ４款基金積立金３１２万４，０００円の増は、介護給付費準備基金積立金の増によるもの

です。 

  ５款地域支援事業５４２万６，０００円の減は、介護予防生活支援サービス給付費３６８

万９，０００円の減が主なものです。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第９号 令和６年度住田町介護保険特別会計補正予算（第３号）を採決しま

す。 

  議案第９号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第９号 令和６年度住田町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、原
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案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第１０号 

○議長（佐々木春一君） 日程第４、議案第１０号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１０号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例について御説明いたします。 

  刑法等の一部を改正する法律が令和７年６月１日に施行されることに伴い、懲役及び禁錮

が、新たに拘禁刑として単一化されます。そのため、本町の条例に規定する懲役及び禁錮を

拘禁刑に改める等、所要の改正を行うものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 

  第１条、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の第２０条の２、第１項第３号及び

第４号並びに第２０条の３、第１項第１号は、拘禁刑の創設に伴い、文言を整理するもので

あります。 

  ２ページを御覧願います。 

  同条第３項第１号は、拘禁刑の創設に伴い、文言を整理するものであります。 

  第２条、住田町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正の第５条第

１号は、拘禁刑の創設に伴い、文言を整理するものであります。 

  第３条、情報公開条例の一部改正の第４４条は、拘禁刑の創設などに伴い、文言を整理す

るものであります。 

  第４条、住田町行政不服審査会条例の一部改正の第８条は、拘禁刑の創設に伴い、文言を

整理するものであります。 

  第５条、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、３ペ

ージを御覧願います。 

  第１６条第５号及び第４号並びに第１７条第１項第１号及び第３項第１号は、拘禁刑の創
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設に伴い、文言を整理するものであります。 

  ４ページを御覧願います。 

  第６条、住田町個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正の附則第３条第４項及び

第５項は、拘禁刑の創設に伴い、文言を整理するものであります。 

  第７条、住田町情報公開個人情報保護審査会条例の一部改正は、拘禁刑の創設に伴い、文

言を整理するものであります。 

  次に、附則でございます。 

  第１項は、この条例は令和７年６月１日から施行するものであります。 

  第２項は、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用に関する経過措置を定めるも

のであります。 

  第３項は、この条例の施行後にした行為に対する旧刑法の罰則の適用に関する経過措置を

定めるものであります。 

  第４項は、拘禁刑に処せられた者に係る人の資格に関する経過措置を定めるものでありま

す。 

  第５項は、この条例の施行前に死刑を除く禁錮以上の刑が定められている罪を犯して起訴

されたものに関する経過措置を定めるものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１０号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例を採決します。 

  議案第１０号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１０号 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に

関する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第１１号 

○議長（佐々木春一君） 日程第５、議案第１１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例等の一部を改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係条例の整備等に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の条例改正は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴

い、関係条例で引用している地方公務員法の一部を改正する法律の附則第９条中に条ずれが

生じたことから、所要の改正をしようとするものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明申し上げます。 

  １ページを御覧願います。 

  第１条、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例

の一部改正の附則第２条及び第３条は、地方公務員法の一部を改正する法律の引用条項を改

めるものであります。 

  次に、１ページから２ページにかけての第２条、一般職の職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の一部改正の第４条第１項及び第６項は、地方公務員法の一部を改正する

法律の引用条項を改めるものであります。 

  次に、附則であります。 

  この条例は令和７年４月１日から施行するものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 
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〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

等に関する条例等の一部を改正する条例を採決します。 

  議案第１１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１１号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備等に関する条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第１２号 

○議長（佐々木春一君） 日程第６、議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例について御説明いたします。 

  今回の条例改正は、岩手県の例に準じて、一般職の職員の扶養手当、管理職手当、管理職

員特別勤務手当及び給料表の改定、並びに定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

への寒冷地手当の支給に関して、所要の整備を行うものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 
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  第１条、一般職の職員の給与に関する条例の一部改正の第９条は扶養手当の支給を定める

もので、同条第１項は文言の整理であります。 

  同条第２項は、文言の整理、並びに但書の規則への委任事項及び同項第１号に規定する配

偶者を対象から削り、同項第２号から第６条までをそれぞれ繰り上げるものであります。 

  同条第３項は、県に準じ、前項で削った配偶者への扶養手当を廃止し、付与親族たる子の

扶養手当の額を月額１万円から月額１万３，０００円に引き上げるものであります。 

  同条第４項は、文言の整理であります。 

  同条第５項は、扶養手当の支給に関する必要事項を規則に委任するものであります。 

  次に、１ページから２ページにかけての第１０条は扶養手当の事務手続を規定しているも

ので、前条第５項で規則に委任することから削除とするものであります。 

  次に、２ページから３ページにかけての第１０条の３は単身赴任手当を定めるもので、同

条第１項は扶養者に事実上、婚姻関係と同様の事情にある者を含む規定とするものでありま

す。 

  第１８条は管理職手当を定めるもので、同条第２項は管理職手当額表に定める管理職手当

の額を算定する際の支給率の増減割合を１００分の１０から１００分の１２．５にしようと

するものであります。 

  第１９条の２は管理職員特別勤務手当を定めるもので、第１項は文言の整理であります。 

  同条第２項は、県に準じて、対象時間について、午前零時から午前５時までを午後１０時

から翌日の午前５時までに改めるとともに、文言の整理を行うものであります。 

  同条第３項は、文言の整理であります。 

  ４ページを御覧願います。 

  第２４条は、県と国に準じ、定年前再任用短時間勤務職員に対し、寒冷地手当を支給する

ことから、適用除外の規定から第２２条で定める寒冷地手当を除外するものであります。 

  ４ページから２３ページまでを御覧願います。 

  別表第１、行政職給料表、別表第２、医療職給料表について、給料月額を県に準じて改定

しようとするものであります。 

  ２３ページを御覧願います。 

  第２条、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の附則第２項

は経過措置を定めるもので、県と国に準じ、暫定再任用職員に対し、寒冷地手当を支給する

ことから、適用除外の規定から第２２条で定める寒冷地手当を除外するものであります。 
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  ２４ページを御覧願います。 

  次に、附則であります。 

  第１項は、この条例は令和７年４月１日から施行するものであります。 

  第２項は、第１条による別表第１及び別表第２の改定に伴う号給の切替えを定めるもので

あります。 

  第３項は、切替日前に職務の級を異にして異動した職員等と切替日において異動等をした

ものと権衡を保つための調整を定めるものであります。 

  第４項は、令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置について定め

るものであります。 

  第５項は、規則への委任を定めるものであります。 

  ２４ページから３５ページを御覧願います。 

  附表別表は、附則第２項に規定する職員の号給の切替日を定めるものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を採決

します。 

  議案第１２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例は、

原案のとおり可決されました。 



－77－ 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第１３号 

○議長（佐々木春一君） 日程第７、議案第１３号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１３号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の条例改正は、国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正及び国家公務員等の旅費

に関する法律施行令の制定に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 

  第６条は、文言の整理であります。 

  第２条第１項は、外国旅行の旅費について、国家公務員等の旅費に関する法律施行令に規

定する指定職職員等の例を適用するものであります。 

  同条第２項は、前項で国家公務員等の旅費に関する法律施行令を適用することから削るも

のであります。 

  次に、附則であります。 

  この条例は令和７年４月１日から施行するものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１３号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例を採決します。 

  議案第１３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１３号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第１４号 

○議長（佐々木春一君） 日程第８、議案第１４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一

部を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の条例改正は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律の一部改正に伴い、職員の時間外勤務の制限の対象となる子の範囲の拡大及び職員か

ら介護についての申出があった場合において、任命権者が講じなければならない措置等を定

めるなど、所要の整備をしようとするものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 

  第８条の２、第２項は、超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大し、小学校就学の始

期に達するまでの子とするものであります。 

  同条第３項は、文言の整理であります。 

  同条第４項は、文言の整理及び読替規定の改正であります。 

  第１５条第１項は、文言の整理及び介護についての申出があった場合における措置等を第
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１５条の３に追加することから、略称規定を加えるものであります。 

  第１５条の３は、介護についての申出があった場合における措置等についての規定を追加

するものであります。 

  次に、２ページから３ページにかけての第１５条の４は、勤務環境の整備に関する措置に

ついての規定を追加するものであります。 

  次に、附則であります。 

  第１項は、この条例は令和７年４月１日から施行するものであります。ただし、次項に定

める経過措置の規定については、公布の日から施行するものであります。 

  第２項は、改正後の条例第８条の２、第２項により、新たに請求の要件を満たすこととな

る者の事前請求を可能とする経過措置を定めるものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条

例を採決します。 

  議案第１４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１４号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正す

る条例は、原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎日程第９ 議案第１５号 

○議長（佐々木春一君） 日程第９、議案第１５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長、横澤広幸君。 

○総務課長（横澤広幸君） 議案第１５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例について御説明いたします。 

  今回の条例改正は、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正をし

ようとするものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 

  第１８条第３項は、非常勤職員に対する部分休業の承認について定めるもので、育児休業、

介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の引用条項を改めるもので

あります。 

  次に、附則であります。 

  この条例は令和７年４月１日から施行するものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を採決しま
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す。 

  議案第１５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例は、原

案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第１６号 

○議長（佐々木春一君） 日程第１０、議案第１６号 住田町個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

  議案の朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、高萩政之君。 

○企画財政課長（高萩政之君） 議案第１６号 住田町個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

  今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

の一部改正及び独自利用事務の追加に伴い、所要の整備をしようとするものであります。 

  それでは、改正前後の対照表により御説明いたします。 

  １ページを御覧願います。 

  第１条、第２条及び第５条第１項は、法改正による項または号のずれを改めるものであり

ます。 

  別表第１、１の項は、文言の整理によるものであります。 

  ２ページを御覧願います。 

  同じく５の項は、子供・妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例による給付、６の項は、

住田町ひとり親家庭医療費給付条例による給付、７の項は、住田町子育て支援医療費給付規

則による給付に関する事務を個人番号利用事務に追加するものであります。 

  別表第２、８の項は、文言の整理によるものであります。 

  ２ページから３ページにかけての、同じく１４の項から１６の項までは、別表第１、５の

項から７の項で追加する三つの事務で扱う特定個人情報をそれぞれ定めるものであります。 
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  ３ページを御覧願います。 

  別表第３、１の項は、文言の整理によるものであります。 

  次に、附則は、この条例の施行期日を令和７年４月１日としようとするものであります。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） これから質疑を行います。 

  発言を許します。 

  ６番、村上 薫君。 

○６番（村上薫君） 今回のこの条例は、今までは個人番号の利用というのは、社会保障、税、

災害対策の３分野に限定されておったかと思いますが、それ以外での目的は今まで認められ

なかったというふうに理解をしております。 

  今回のこの条例の追加というのは、行政のデジタル化、あるいは住民サービスの向上を目

的とし、自治体が独自にそのマイナンバーの利用範囲を広げるという仕組みだというふうに

理解をいたします。 

  そこで、独自事業事務の追加をする場合、自治体をどのような手続を踏んでいくのか、お

伺いをいたします。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高萩政之君） ただいま御質問いただきました、独自の事務での利用という

ことでございますが、これ、法律の中で市町村が条例で定める事項はその個人番号を扱うこ

とができるというふうに規定をされておりまして、県内では、近くですと、大船渡市や大土

町などでもこの医療費給付の関係の事務も独自に条例で追加をしているところであります。 

  事務を追加しようとする場合には、まずは条例でその事務の範囲ですとか、特定個人情報

について定め、その後、そのシステム上で利用する手続等々をいたしまして、それから利用

を開始するというような流れになっております。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木春一君） 村上 薫君。 

○６番（村上薫君） 手続上はこういう条例を制定して、国のほうの審査も必要だというふう

に伺ってもおりますが、あとは、この個人番号の取扱いの適切な管理等、安全対策というの

はどのようになっているのか、お尋ねいたします。 

○議長（佐々木春一君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（高萩政之君） 安全管理対策でございますけれども、セキュリティに関する
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規定がございますので、その規定に基づいて情報を取り扱うということになりますし、その

セキュリティに関する規則に基づいて、適正に利用を図っていくというふうな形になります。 

  以上でございます。 

○議長（佐々木春一君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  原案に反対者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔発言する人なし〕 

○議長（佐々木春一君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第１６号 住田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例を採決します。 

  議案第１６号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔起立多数〕 

○議長（佐々木春一君） 起立多数であります。 

  したがって、議案第１６号 住田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午前１１時０６分 

 

再開 午前１１時１８分 

 

○議長（佐々木春一君） 再開します。 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１１～日程第１６ 議案第１号～議案第６号 

○議長（佐々木春一君） 日程第１１、議案第１号 令和７年度住田町一般会計予算、日程第
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１２、議案第２号 令和７年度住田町国民健康保険特別会計予算、日程第１３、議案第３号 

令和７年度住田町介護保険特別会計予算、日程第１４、議案第４号 令和７年度住田町後期

高齢者医療特別会計予算、日程第１５、議案第５号 令和７年度住田町簡易水道事業会計予

算、日程第１６、議案第６号 令和７年度住田町下水道事業会計予算を一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  企画財政課長、高萩政之君。 

○企画財政課長（高萩政之君） 議案第１号から議案第６号まで、各会計の令和７年度予算案

について御説明いたします。 

  まず、議案第１号 令和７年度住田町一般会計予算の概要について御説明いたします。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ５３億５，９００万円であり、前年度比１億９，３００万

円、３．７％の増であります。 

  歳入歳出予算の款ごとの概要については、第１表、歳入歳出予算で御説明いたします。 

  債務負担行為につきましては、８ページの第２表、地方債につきましては、９ページの第

３表のとおりであります。 

  一時借入金の借入れの最高額については、６億円と定めようとするものであります。 

  次に、第１表、歳入歳出予算により、款ごとの概要を御説明いたします。 

  ２ページをお開き願います。 

  なお、前年度当初予算との比較については、１０ページ、歳入歳出予算事項別明細書の歳

入を御覧ください。 

  １款町税は６億８，０４８万４，０００円であり、前年度比６，１６３万１，０００円の

増は、固定資産税の増が主なものであります。 

  ２款地方譲与税は９，２００万円、３款利子割交付金は２１万円、４款配当割交付金は９

９万円、５款株式等譲渡所得割交付金は９６万円、６款法人事業税交付金は６３０万円、７

款地方消費税交付金は１億２，１００万円、８款環境性能割交付金は２１０万円、９款地方

特例交付金は１６０万円、１０款地方交付税は２４億２，０００万円、１１款交通安全対策

特別交付金は５０万円で、いずれも所要の見積額を計上しております。 

  １２款分担金及び負担金は５２５万９，０００円であり、前年度比１１２万３，０００円

の増は、地域情報通信基盤施設撤去負担金の増が主なものであります。 

  １３款使用料及び手数料は８，６９４万２，０００円であり、前年度比２８９万２，００
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０円の減は、町営住宅使用料の減が主なものであります。 

  １４款国庫支出金は４億７７６万円であり、前年度比７８０万５，０００円の増は、社会

資本整備総合交付金の増が主なものであります。 

  １５款県支出金は２億９，１９２万２，０００円であり、前年度比４，０３６万５，００

０円の増は、参議院議員選挙執行委託金の計上が主なものであります。 

  １６款財産収入は５，２９５万３，０００円であり、前年度比２２３万円の増は、基金運

用収入の増が主なものであります。 

  １７款寄附金は７，５００万１，０００円であり、前年度と同額であります。 

  １８款繰入金は６億８，１５１万５，０００円であり、前年度比１億５，８４５万３，０

００円の増は、財政調整基金繰入金の増が主なものであります。 

  １９款繰越金は５，４４６万９，０００円であり、前年度比１４７万５，０００円の増で

あります。 

  ２０款諸収入は８，７１３万５，０００円であり、前年度比２，３７２万円の増は、デジ

タル基盤改革支援補助金の増が主なものであります。 

  ２１款町債は２億８，９９０万円であり、前年度比１億１６０万円の減は、緊急自然災害

防止対策の減が主なものであります。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  ５ページをお開き願います。 

  なお、前年度当初予算との比較については、１１ページ、歳入歳出予算事項別明細書の歳

出を御覧願います。 

  １款議会費は７，３１８万１，０００円であり、前年度比５５万１，０００円の増は、職

員人件費の増が主なものであります。 

  ２款総務費は９億２，７８１万８，０００円であり、前年度比１億２，７８７万２，００

０円の増は、情報システム標準化・共通化業務委託料の増が主なものであります。 

  ３款民生費は１１億８，３８１万５，０００円であり、前年度比２，９８４万３，０００

円の増は、職員人件費の増が主なものであります。 

  ４款衛生費は３億７，３７９万円であり、前年度比５４９万６，０００円の増は、地球温

暖化対策実行計画策定支援業務委託料の計上が主なものであります。 

  ５款労働費は６２万９，０００円であり、前年度と同額であります。 

  ６款農林業費は４億２，４９２万３，０００円であり、前年度比４，８６２万５，０００
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円の増は、花粉の少ない森林への転換促進対策事業補助金の増が主なものであります。 

  ７款商工費は１億１，０１８万７，０００円であり、前年度比１，８２５万３，０００円

の増は、滝観洞観光センター整備事業費の計上が主なものであります。 

  ８款土木費は５億７，０２８万２，０００円であり、前年度比９，８２３万６，０００円

の減は、準用河川名代沢川改修工事費の減が主なものであります。 

  ９款消防費は３億６，１２２万７，０００円であり、前年度比２，２２４万２，０００円

の増は、防災行政無線親局機器再送信局機器更新工事費の計上が主なものであります。 

  １０款教育費５億９，６７０万４，０００円であり、前年度比３，４４８万７，０００円

の増は、埋蔵文化財発掘調査委託料の増が主なものであります。 

  １１款災害復旧費は１万円であり、前年度と同額であります。 

  １２款公債費は６億８，４９６万７，０００円であり、前年度比４１８万５，０００円の

増は、辺地対策事業債の元金の増が主なものであります。 

  １３款諸支出金は４，５４７万５，０００円であり、前年度比４７万５，０００円の増で

あります。 

  １４款予備費は５９９万２，０００円であり、前年度比７９万３，０００円の減でありま

す。 

  なお、令和７年度の主な事業につきましては、既に配布しております別冊の令和７年度一

般会計歳入歳出予算の概要と主な事業のとおりとなっております。 

  以上が一般会計予算の概要であります。 

  次に、議案第２号 令和７年度住田町国民健康保険特別会計予算の概要について御説明い

たします。 

  予算書の１０１ページを御覧ください。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ６億７，１２１万６，０００円であり、前年度当初予算比

３，０４９万８，０００円の減は、保険給付費の減が主なものであります。 

  一時借入金の借入れの最高額については、３，０００万円と定めようとするものでありま

す。 

  歳入歳出予算の款ごとの説明につきましては省略させていただきます。 

  次に、議案第３号 令和７年度住田町介護保険特別会計予算の概要について御説明いたし

ます。 

  予算書の１１９ページを御覧ください。 
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  保険事業勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ１０億１，３５４万３，０００円であり、

前年度比１，５３７万４，０００円の増は、介護給付費の増が主なものであります。 

  介護サービス事業勘定の予算総額は、歳入歳出それぞれ２１１万４，０００円であり、前

年度比４１万４，０００円の減は、予防給付ケアマネジメント業務委託料の減が主なもので

あります。 

  一時借入金の借入れの最高額については、保険事業勘定において５，０００万円と定めよ

うとするものであります。 

  歳入歳出予算の款ごとの説明につきましては省略させていただきます。 

  次に、議案第４号 令和７年度住田町後期高齢者医療特別会計予算の概要について御説明

いたします。 

  予算書の１４３ページを御覧ください。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ９，３１５万５，０００円であり、前年度比６４８万５，

０００円の増は、電算機器と使用料の計上が主なものであります。 

  歳入歳出予算の款ごとの説明につきましては省略させていただきます。 

  次に、議案第５号 令和７年度住田町簡易水道事業会計予算の概要について御説明いたし

ます。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  業務の予定量は、給水件数１，５７５件、総給水量３４万立米であります。 

  収益的収支は、収入１億５，３５７万４，０００円、支出１億３，５１８万４，０００円

であります。 

  資本的収支は、収入３，９９８万４，０００円、支出７，２１６万５，０００円でありま

す。 

  支出に対する不足額３，２１８万１，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１３８万３，０００円及び過年度分損益勘定留保資金３，０７９万８，０００円

により補塡するものであります。 

  その他、企業債一時借入金の限度額、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決を

経なければ流用することのできない経費、他会計からの補助金及び棚卸資産の購入限度額に

つきましては、それぞれ定めるものであります。 

  款ごとの説明説明につきましては省略させていただきます。 

  次に、議案第６号 令和７年度住田町下水道事業会計予算の概要について御説明いたしま
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す。 

  予算書の１ページを御覧ください。 

  業務の予定量は、接続戸数６６５戸、総排水量１５万７，０００立米であります。 

  収益的収支は、収入１億５２２万６，０００円、支出１億８９万１，０００円であります。 

  資本的収支は、収入５，７４７万３，０００円、支出６，２９０万４，０００円でありま

す。 

  支出に対する不足額５４３万１，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

調整額１９６万４，０００円及び過年度分損益勘定留保資金３４６万７，０００円により補

塡するものであります。 

  その他、企業債、一時借入金の限度額、予定支出の各項の経費の金額の流用、議会の議決

を経なければ流用することができない経費及び他会計からの補助金につきまして、それぞれ

定めるものであります。 

  款ごとの説明につきましては省略させていただきます。 

  以上、議案第１号から第６号まで、令和７年度住田町各会計の予算案の説明を終わります。 

○議長（佐々木春一君） お諮りします。 

  議案第１号から議案第６号までの各会計予算については、議長を除く全員をもって構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思います。 

  御異議ありませんか。 

          〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（佐々木春一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第１号から議案第６号までの各会計予算については、議長を除く全員を

もって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託することに決定しました。 

  なお、この予算審査特別委員会は、正・副委員長互選のため、本日、本会議散会後、引き

続き当議場において招集することといたします。 

  改めて通知は差し上げませんので、御了承願います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（佐々木春一君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 
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  本日はこれで散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時３３分 

──────────────────────────────────────────── 
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